
（様式－１）                                                         （令和６年１月改訂） 

事  務  処  理  フ  ロ  ー  図 

事務名  法人事業税申告書提出期限延長承認事務（地方税法第72条の25第3項適用の場合） 

       作成部署 主税局課税部法人課税指導課法人事業税班 電話 5388-2963                           

《事務処理フロー図》          《事務処理フロー図の説明》 

        標準処理期間   計15日 

 申   申請期限 

      事業年度終了の日（第3項） 

請       事業年度終了の日から45日以内（第5項） 

        申請 
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項番 項 目 説 明 

 

１ 

 

要件審査 

提出された申請書に記載漏れがないかどう

かどうかを審査します。 

 

２ 

 

実質審査 

申請書の内容について、審査基準を満たして

いるかどうかを審査します。 

書類審査後、電算入力処理（10日程度）を

行います。 

 

３ 

 

決定手続 

承認又は却下の決定を都税事務所長が行い

ます。 

４ 通  知 

延長申請を却下した法人のみ文書で通知し

ます（事業年度終了の日から１５日以内（第

５項適用の場合には２月以内）に延長又は却

下の処分がなかったときは、延長期限が延長

されたものとみなします。）。 

５ 
 

 

 

６ 
 

 

 

７ 
  

８ 
 

 

 

９ 
 

 

 

１０ 
  

上記事務は、23区内に主たる事務所・事業所等を設ける法人等については、 

それぞれ下記事務所において行います。（受付のみ、上記法人等の所在する区を所管する都

税事務所（地域所）においても行います。（）内の都税事務所） 

千代田都税事務所（文京）      品川都税事務所（大田） 

中央都税事務所（江東、江戸川）   渋谷都税事務所（目黒、世田谷） 

港都税事務所            豊島都税事務所（板橋、練馬） 

新宿都税事務所（中野、杉並）    荒川都税事務所（北、足立） 

台東都税事務所（墨田、葛飾） 

＊上記申請が、地域所に行われた場合も、処理日程は同様です。 
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